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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、溶血、輸血の既往、大量の出血が見込まれる患者の術前検

査における間接クームス検査の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 間接クームス検査は溶血の原因である不完全抗体を検出する検査であ

り、術前検査の全例に実施する必要はない。本検査を必要とする溶血、輸

血の既往、大量の出血が見込まれる患者に対する術前検査として実施する

間接クームス検査の算定は認められるとして整理した。 

 


